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（３）耐用年限経過状況
構造別耐用年限表

◆　公営住宅・特公賃住宅における耐用年限経過状況（各団地の上段は1/2経過戸数、下段は全経過戸数）
　八雲町の公営住宅等における耐用年限経過状況は、以下に示す通りです。平成22年度末における公営住宅等の耐用年限経過状況は、耐用年限全経過した住戸が257戸（35.3％）、耐用年限の1/2を経過している住戸が
486戸（66.8％）となっています。

S37,38 1/2経過戸数 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

（簡平、簡二） 全経過戸数 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

S62,63 H2,3 1/2経過 10 18 18 26 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

（簡二） （簡二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H48に100%

S55,56,58,59,60,61 H19 1/2経過 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 H54に100%

（簡二） （耐二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 17 29 33 39 H89に100%

S51 H5,6,7 1/2経過 12 12 12 12 12 12 22 32 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

（簡平） （準耐） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 H52に100%

S32 S41,44,46 　　S50 1/2経過 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

（簡二） （簡平） （簡平） 全経過 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

S42 1/2経過 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

（簡平） 全経過 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

S36,39 S50,51,54 S61 1/2経過 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

（簡平） （簡二） （簡二） 全経過 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 34 40 40 40 46 46 46 46 46 46 46 H43に100％

S46 1/2経過 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

（簡平） 全経過 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

S52～53 1/2経過 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

（簡二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 18 18 18 18 18 18 18

S54 1/2経過 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（簡二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4

S38 S52～54 1/2経過 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

簡平 簡二 全経過 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 18 24 24 24 24 24 24 24

S53 H12,13 1/2経過 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 H48に100%

（簡二） （耐二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 H83に100%

H10,11 1/2経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H46に100%

（中耐） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 H81に100%

1/2経過 277 285 285 293 303 303 313 323 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

全経過 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 150 168 188 208 224 235 241 241 253 257 263

S47 H6 1/2経過 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

（簡平） （準耐） 全経過 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 H51に100%

S60～61 1/2経過 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

（簡二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 H43に100％

S57 H4～ 9 1/2経過 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 H44に100%

（簡二） （中耐） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H79に100％

S54～58S63 1/2経過 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

（簡二） （簡二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 18 24 24 24 H45に100％

S35 S42 S51～53S62 1/2経過 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

（簡平） （簡平） （簡平） （簡二） 全経過 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 H44に100%

S35 S41 1/2経過 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

（簡平） （簡平） 全経過 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

S34 S45 S51,55 H7 1/2経過 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

（簡平） （簡平） （簡平、簡二） （準耐） 全経過 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 H52に100%

S54,56 S60 1/2経過 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

（簡二） （簡二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 8 8 8 12

S45,47 S51,59 H1 H12～15 1/2経過 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 H50に100%

（簡平） （簡平、簡二） （耐二） 全経過 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 32 32 H85に100%

1/2経過 152 156 160 160 160 160 160 164 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

全経過 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 96 104 112 118 124 128 136

H13 1/2経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H48に100%

（耐二） 全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H83に100%

1/2経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

全経過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2経過 429 441 445 453 463 463 473 487 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501

全経過 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 238 256 276 296 320 339 353 359 377 385 399
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Y13 新栄町団地 42
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16

東町団地 18

浜松団地 4

Y6
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Y8

Y9
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Y11

28

K3 雲石団地 64

K6 鮎川団地 8

K5 平団地 36

29



◆　町単費住宅及び改良住宅における耐用年限経過状況（各団地の上段は1/2経過戸数、下段は全経過戸数）

S51 1/2経過戸数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（簡平） 全経過戸数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

S40～42 1/2経過 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

（簡二） 全経過 12 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

S44,45 1/2経過 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

（簡平） 全経過 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

S42,43 1/2経過 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

（簡平） 全経過 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

S50 1/2経過 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

（簡平） 全経過 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/2経過 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

全経過 29 41 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
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H36 H37 H38 H39

Y15 出雲町Ｄ団地（改良） 40

Y16 元町団地（町単費） 8

57

Y17 落部団地（町単費） 3

K11 相沼団地（町単費） 2

町単費・改良　小計

30
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② 住まい・住環境の現況 
 

○居住状況（資料：国勢調査） 

…持ち家の世帯が最も多く 62％（4,931 世帯）、次いで民営借家

で 18％（1,411 世帯）、公営借家は 9％（730 世帯）です。 

○高齢者の居住状況（資料：国勢調査） 

…持ち家に居住する世帯が最も多く 87％、次いで公営借家で 8％、

民営借家は 5％となっています。 

○１世帯あたりの人員（資料：国勢調査） 

…S55 で 3.36 人/世帯､H2 で 3.02 人/世帯､H17 で 2.52 人/世

帯と、１世帯当たりの人員は減少傾向にあります。 

○住宅建設の状況（資料：町の総合統計） 

…H12～H14 頃に約 120 戸/年の新築住宅戸数は、H20 には 53

戸／年と約半数まで減少。 

⑤ 一般世帯向けアンケート調査結果 
 

■調査方法・回収状況 

○調査方法：町内施設の利用者による回答（２施設に調査

票を据え置き、回答記入後、回収箱に投函） 

○回収数：合計１１７票 

・八雲地域「シルバープラザ」：１０１票 

・熊石地域「熊石総合支所」：  １６票 
 
■調査結果概要 

○回答者の属性 
・回答者の 31％が 30 歳代、27％が 20 歳代。65 歳以上

は 14％で、若年層が多いです。65 歳以上は、八雲地域で

10％、熊石地域で 44％と、熊石地域で高齢者が多いです。

・35％が公務員、27％が会社員。熊石地域で 56％が無職。

・回答者の家族構成は 34％が三人世帯、26％が四人世帯。

熊石地域で単身が 25％、二人が 44％と、少人数世帯が７

割を占めています（八雲地域の少人数世帯は 20％）。 
 

○子どもを育てやすい環境づくりのために行政に望むこと 
・町全体では「子どもを預けられる施設の充実（69％）」、

「安心して遊べる遊び場の整備（62％）」、「道路、交通の

整備（56％）」（5 割以上の人が回答した選択肢を掲載）。

・地域別では、八雲地域の上位３つは町全体の傾向と同じで、

熊石地域の第 1 位は「子どもを預けられる施設の充実

（63％）」、第２位は「助け合いながら、子育てができる環

境づくり（50％）」、第 3 位は「安心して遊べる遊び場の

整備（25％）」、と第 2 位の回答に特徴が見られます。 
 

○これからの八雲町の住まいづくり・住環境づくりについて 
・町全体で上位３つは、第１位「中古住宅等の有効活用

（44％）」と第 2 位「高齢者向け民間賃貸住宅の建設誘導

（32％）」第 3 位「町内の不動産情報の提供（27％）」。

・地域別では、八雲地域の第 1 位は「中古住宅等の有効活用

（44％）」、第 2 位「町内の不動産情報の提供（28％）」、

第 3 位「高齢者向け民間賃貸住宅の建設誘導（27％）」。

熊石地域では回答者に高齢者が比較的多いため、第 1 位は

「高齢者向け民間賃貸住宅の建設誘導（63％）」、第 2 位

「中古住宅等の有効活用（44％）」となっています。 
 

○八雲町で望まれる公営住宅について 
・町全体では､第 1 位「安全に遊べる公園等がある団地

（60％）」、第２位｢高齢者へのサービスが充実した住宅

（48％）」、第3位「さまざまな世代が暮らす団地（44％）」。

・地域別では、熊石地域で「高齢者へのサービスが充実した

住宅（75％）」が突出して多いのが特徴です。 
 

○老朽化した公営住宅の建て替えで留意すべきこと 
・町全体では、約半数が「高齢者への配慮（48％）」の回答。

第 2 位は「子育て世帯への配慮（21％）」、第 3 位は「生

活利便性の高いエリアを中心に建設（12％）」である。 

・地域別では、熊石地域で「高齢者への配慮（56％）」が突

出して多いのが特徴です。 
 

○八雲町内で公営住宅を整備すべき場所について 
・町全体では、「生活利便性が高く、周辺との連携がとれる

ところ（59％）」が突出して多く、次いで「子育てのしや

すい安全なところ（15％）」となっている。 

・熊石地域で「子育てのしやすい安全なところ」は回答なし。
 

●自由意見 
・「保育施設の充実」、「地域の安全性・景観面から、除却予

定の公営住宅の速やかな除却」のご意見がありました。 

⑥ 住まい・住環境の課題 

 

【課題１】 

少子化・高齢化への対応 

○高齢化のさらなる進行において、高齢期にも安心・

快適に住み続けるための住環境づくりが必要です。 

○少子化が進行していることから、住まい・住環境に

おける子育て支援方策を検討する必要があります。 

○「子育てをしながら、安心して働くことができる環

境」、「地域住民で助け合いながら子育てができる環

境」など、子どもを育てやすい環境づくりを検討する

必要があります。 
 

【課題２】 

「持ち家」に居住する世帯に対する対応 

○持ち家に居住する世帯が 6 割強を占めていることか

ら、住み慣れた家に安心して長く暮らし続けるための

改修・リフォームができる環境づくりが必要です。 

○住宅設備（トイレの水洗化など）の向上を図るため

の検討が必要です。 
   

【課題３】 

若年層が持ち家しやすい環境づくりと 

移住・定住の促進 
○中古住宅の有効活用、町内不動産情報の円滑な流通、

住宅地の分譲など、若年層が持ち家しやすい環境づく

りに向けた住まい・住環境の取組の検討が必要です。 

○人口が減少傾向にあるなか、移住・定住促進に向け

た施策の検討が必要です。 

 
 

【課題４】 

公営住宅等の長寿命化の推進と 

良質なストック形成のための検討 
○公営住宅等の長寿命化を図るため、「公営住宅等長寿

命化計画」を策定し、良質なストックを形成するた

めの方針を検討する必要があります。 

 

【課題５】 

気候条件や環境への配慮 

○健康に住まうことや地域・住環境に配慮した住まい

づくりの取組・検討が必要です。 

○環境負荷の低減、自然環境の保全観点からも、高断

熱・高気密住宅づくりの推進が望まれます。 
 

【課題６】 

住宅・建築物の耐震化の促進 

○災害に強い住まいづくりへ向けて、昭和 56 年の新

耐震基準以前の住宅・建築物の耐震化促進が望まれま

す。 

 

⑦ 展開方向 

住み慣れた家で安心して 

長く暮らすことができる 

住まい・住環境づくり

安全・快適に暮らすことができる 

住まい・住環境づくり

安全・安心に子どもを 

生み育てることができる 

住まい・住環境づくり

若年層が持ち家しやすい 

環境づくりと、定住促進のための 

住まい・住環境づくり

地域に根ざし、自然環境に 

配慮した住まい・住環境づくり 

災害に強い安全・安心な 

住まい・住環境づくり

２．住まい・住環境の現況と課題、展開方向 
八雲町の現況、上位・関連計画、一般世帯向けアンケート調査結果より、八雲町における住まい・住環境における課題、及び展開方向を導き出します。 

公営住宅等の長寿命化の推進と 

良質なストック形成 

① 八雲町の現況 
 

 

○平成 17 年 10 月に八雲町と熊石町が合併し、新「八雲町」が誕生。 

○気候（資料：平成 21 年 アメダス） 

…道内の中でも温暖な気候。年間平均気温は八雲地域の 8℃に対し

て、日本海側の熊石地域は暖流の影響で 9.4℃と比較的高いです。

2 月の積雪量では八雲地域が熊石地域よりも 30 ㎝以上多いです

○人口・世帯数 

…人口は 18,899 人（H22 国勢調査速報値）／19,224 人（H21.9

月末住基台帳）。年々、減少傾向。世帯数は 7,886 世帯（H22 国

勢調査速報値）／8,696 世帯（H21.9 月末住基台帳）、横這い状

態で、小規模世帯化が進行しています。 

○年齢構成（資料：国勢調査） 

…H17 の 65 歳以上の比率は 24.2％、15 歳未満は 13.5％。少

子化率、高齢化率ともに年々進行しています。 

③ 上位・関連計画 
 

○新八雲町総合計画 

○八雲町都市計画マスタープラン 

○八雲町過疎地域自立促進市町村計画 

○八雲町高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画 

○八雲町次世代育成支援行動計画 

○住生活基本法 

＜１．住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策＞ 
・安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成 

・住宅の取引の適正化、流通円滑化のための住宅市場の環境整備 

・住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの構築 

＜２．住生活基本計画の策定＞ 
・良質な住宅ストックの形成と将来世代への承継 

・良好な住環境の形成 

・国民の多様なニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

・住宅の確保に特に配慮を要する者の居住安定確保 

④ 地区別の現況 
 

【八雲地域（落部地区を含む）】 

○特性 

…旧・八雲町で、内浦湾に面し、道南の交通の要衝として発展。町内

で最も大きな市街地。基幹産業の一つでホタテ貝養殖漁業の中心地。

○人口・世帯数（資料：国勢調査） 

…八雲町の人口の 83%、世帯数の 83％が居住し、人口は減少傾向、

世帯数は微増傾向にあります。 

【熊石地域】 

○特性 

…旧・熊石町で、日本海に面し漁業が盛んな地区ですが、地域活性化

のために農業基盤整備や平地区の開発等が進められています。 

○人口・世帯数（資料：国勢調査） 

…町の人口・世帯数の 17%が居住し、人口・世帯数ともに減少傾向。
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３．住宅施策の体系と推進施策 

（１）住宅施策の体系 

八雲町の目指す住まい・住環境の基本理念・基本目標の実現に向けて、住宅施策の展開方向より推進施策を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基 本 理 念】 

「
人
と
こ
こ
ろ
は
ぐ
く
み
、
こ
こ
に
住
む
こ
と
の
誇
り
と
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を
感
じ
ら
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ま
い
づ
く
り
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豊
か
な
自
然
の
中
、
笑
顔
と
ぬ
く
も
り
あ
ふ
れ
る
住
ま
い
・
住
環
境
づ
く
り 

～ 

【基 本 目 標】 【展 開 方 向】 【推 進 施 策】  

●心豊かに、安心して 

長く暮らすことができる 

住まい・住環境づくり 

●若い世代がこの地域で 

長く暮らすことを選択できる、 

質の高い住まい・住環境づくり 

●地域に根ざし、 

自然環境との調和に配慮した

住まい・住環境づくり

住み慣れた家で安心して 

長く暮らすことができる 

住まい・住環境づくり 

安全・快適に暮らすことができる 

住まい・住環境づくり 

安全・安心に子どもを 

住み育てることができる 

住まい・住環境づくり 

若年層が持ち家しやすい 

環境づくりと、定住促進のための 

住まい・住環境づくり

地域に根ざし、自然環境に 

配慮した住まい・住環境づくり

災害に強い安全・安心な 

住まい・住環境づくり 

●誰もが安全・安心に長く暮らすことができる住まいづくり    

・それぞれの年齢層・身体状況に応じて、住み慣れた家で安全・安心に長く暮らすことができる住まいづくりの推進。 
 

●地域や福祉との連携による安心居住の推進 

・緊急通報システムや地域高齢者支援など介護事業と連携し、高齢者が安全・安心に暮らすことができる住環境づくりの推進。 

●住まい・住環境に関する相談対応                           

・各課と協力・連携し、住宅に関する情報提供や相談対応。 
 

●良質な住宅リフォーム・改修の推進                             

・安全・安心・快適な住まいづくりの推進へ向けた住宅リフォームに関する情報提供。 
 

●水洗化の整備へ向けた検討                          

・清潔で快適な住環境を実現するため、水洗化普及促進のための計画的な整備へ向けた検討。 

●高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・円滑制度の普及促進                           

・町内民間賃貸住宅における高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・円滑制度の普及促進に向けた情報提供。 

●環境負荷の低減に向けた住宅づくりの推進                       

・積雪寒冷に対応するとともに省エネルギー性に配慮した住宅や北方型住宅に関する情報提供。 
 

●雪処理の円滑化を図れる住環境の形成                   

・高齢者等の除雪の負担を軽減し、安心して暮らすことができる住環境づくりの推進。 

●廃棄物の減量化とリサイクルの推進                          

・環境への負荷を低減するため、廃棄物の減量化と一般家庭ゴミの分別・リサイクルについての情報提供、指導等の実施。 

●住宅の耐震化の向上                                 

・「八雲町耐震改修促進計画」に基づく、住宅・建築物の耐震化の促進。 
 

●住宅用火災警報器の設置の促進                      

・住宅用火災警報器設置に関する促進のための情報提供及び相談対応。 

公営住宅等の長寿命化の推進と 

良質なストック形成 

●公営住宅等の長寿命化へ向けた活用方針の設定                     

・「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住宅等の長寿命化を図り、良質なストックを形成するための活用方針の設定。 

●子育てに配慮した住まいづくりの推進           

・安心して子どもを生み育てることができる住環境づくりに向けた子育て・健康に配慮した良質な公営住宅等のストック形成

及び子どもたちが安全・安心な日常生活を送ることができる環境づくりへ向けた検討。 

●子育て世帯が住みやすい住まい・住環境づくりへ向けた情報提供                    

・子育て世帯が安心して暮らせる住まいづくりの支援へ向けた情報提供。 

●中古住宅の有効活用に向けた町内不動産情報の流通・開示の円滑化                   

・若年層が持ち家をしやすい環境づくりと、良質な中古住宅の有効活用に向けた、町内不動産情報の円滑な流通・開示 

●地域景観と調和した優良な住まい・住環境づくり             

・八雲町の恵まれた自然環境を活かし、自然の中でゆったりと住むことができる住宅地分譲の検討。 

●移住・定住促進へ向けた住まい・住環境に関する情報の発信 

・町ホームページ、パンフレット等による八雲町への移住・定住を促進するための情報発信。 
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２．公営住宅等の長寿命化に関する基本方針 

（１）公営住宅等の現況と課題 

 
 

 

 

① 公営住宅等の現況 

１）回答者の属性 
・職業は無職、年齢は 65～74 歳、家族数は二人世帯が最も多いです。 
 

２）公営住宅等を選ばれた理由 
・「少しでも家賃の安い住宅に住みたいから」が最も多く、次いで「町

が管理するので安心できると思ったため」となっています。 
 

３）お住まいの団地環境の不満点について 
・「冬季の雪捨て場の不足」、「ハエやワラジムシなどの害虫の多さ」な

どが不満点としてあげられています。 
 

４）現在お住まいの住宅への満足度について 
・満足度の高い項目は、「便所」、「住宅の広さ」、「部屋の数」です。 

・不満傾向が高いものは、「風呂」、「台所」です。 

・築年数の古い団地については、「風呂」、「台所」、「断熱性・気密性」

など住宅設備・機能に関する項目への不満傾向が高くなっています。 
 

５）住宅や日常生活について不便・不安に感じること 
・「台所や浴室の使い勝手」、「暖房費・光熱費の負担」などに不便・不

安を感じられています。 
 

６）加齢などにより将来選ぶ住まいについて 
・「特に考えていない」と回答した方が最も多いです。 

・「在宅介護サービスを受け現在の住宅」と「現在、住んでいる住宅を

バリアフリー仕様に改修」を合わせると、約 3 割の方が加齢に伴っ

ても現在お住まいの住宅に住み続けたいとする意向があります。 
 

７）今後の居住意向について 
・「今の住宅に住み続けたい」と回答した方が最も多いです。 

・「町外へ引越ししたい」、「高齢者向け福祉施設などに引っ越しした

い」、「新築住宅を建てたい」など、何らかの形で住み替え意向がある

と回答した方は約１割強です。 
 

８）公営住宅等の整備について 
・「建替ではなく、改善（リフォーム）するべき」と回答した方が最も

多いです。 
 

９）団地の建て替えや改善（リフォーム）について 
・建て替えについては、「家賃が上がるなら、建て替えなくてよい」

と回答した方が約４割で、「家賃は上がっても、建て替えるべき」

と回答した方は約２割です。 

・改善（リフォーム）については、「家賃が上がるなら、改善（リフォ

ーム）しなくてよい」と回答した方、「家賃は上がっても、今よりも

住みやすくなるのであれば改善（リフォーム）を行うべき」と回答し

た方、共に約３割です。 
 

１０）今後、公営住宅にあればよいと思うこと 
・「高齢者への見守りや生活相談などのサービスが充実した公営住宅」、

「さまざまな世帯が暮らす団地」が望まれています。 
 

１１）老朽化した公営住宅の建て替えにおいて留意すべきこと 
・「高齢者が安心して生活できるよう配慮した建て替え」、「生活利便性

の高いエリアへの建て替え」が望まれています。 
 

１２）八雲町内の公営住宅の整備する場所について 
・「生活利便性の高い場所や子育てなどのしやすい場所」、「さまざまな

世代が交流できるにぎわいのある場所」に整備することが望まれてい

ます。 

④ アンケート調査結果の概要  

 

【課題１】 

将来的な需要に対応した公営住宅等の 

供給目標量の設定 

○人口・世帯数の動向や国の施策、社会情

勢等を踏まえ、公営住宅等の将来的な需

要予測に基づく供給目標量の検討が必要

です。 

○八雲地域、熊石地域、各地域の状況に応

じた公営住宅等の供給目標量の検討が必

要です。 
 

 

【課題２】 

少子化・高齢化に対応した公営住宅等

の供給 

○子どもから高齢者まで健康で安心して暮

らすことができる公営住宅等の整備が必

要です。 

○住み手の身体状況や家族構成等に合わせ

て選択、住み替えができる環境の整備が望

まれます。 

○高齢者世帯が安全・安心に暮らすことが

できるよう、バリアフリー仕様の住宅整備

を推進する必要があります。 
 

 

【課題３】 

公営住宅等ストックの長寿命化へ向けた 

取り組みの検討 

○長寿命化のための維持管理、改善計画の

取り組みの検討が必要です。 

○適正な維持保全へ向けた維持管理、改善

計画の取り組みにおける実施方針を検討

する必要があります。 
 
 
【課題４】 

居住性向上へ向けた取り組みの検討 

○浴室及び水洗化未整備である団地につい

て機能向上を行うことで、居住性向上へ向

けた取り組みの検討が必要です。 
 
 
【課題５】 

老朽化した団地における建て替えへ向け

た取り組みの検討 

○団地により、居住水準に差があり老朽化

していることから、建て替えへ向けた検

討が必要です。 

⑤ 公営住宅等における課題 

１）公営住宅等の管理戸数 

・八雲町では 28 団地 728 戸の公営住宅等が管理 

…公営住宅：２２団地６６３戸 ／ 特公賃住宅：1 団地８戸 

…町単費住宅：４団地１７戸／ 改良住宅：１団地４０戸 
 

２）耐用年限経過状況 
・公営住宅の約 5 割が、耐用年限を全経過しています。 

・特公賃住宅は全戸、耐用年限を全経過していません。 

・町単費住宅・改良住宅は全戸、耐用年限を全経過しています。

 

３）居住水準の状況 
・浴室の未整備状況（特公賃は全戸整備されている） 

…公営住宅の約２割、町単費・改良住宅の約 8 割が未整備です。

・水洗化の未整備率（特公賃は全戸整備されている） 

…公営住宅の約１割、町単費・改良住宅の約１割が未整備です。 

・高齢化対応の未整備率（特公賃は全戸高齢化対応基準を満たしている）

…公営住宅の約７割、町単費・改良住宅は全戸未整備です。 

 

４）入居者の状況 

・入居率 

…92.3％（672 世帯／728 戸） 

・世帯人員構成 

…一人世帯が約４割、二人世帯が約３割です。 

・収入階層の状況 

…Ⅰ階層が約７割と最も多く、収入超過は約 1 割です。 

・高齢者の入居状況 

… 約７割の方が入居されています。 

・高齢者の世帯人員構成 

…一人世帯、二人世帯が約４割です。 

○新八雲町総合計画           

○八雲町高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画 

○八雲町都市計画マスタープラン 

○八雲町過疎地域自立促進市町村計画 

○八雲町次世代育成支援行動計画 

～公営住宅等長寿命化計画策定指針 （H21.3 国土交通省住宅局）～ 

●公営住宅等の長寿命化の必要 

・公営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新を実現するうえ

で、公営住宅ストックの長寿命化を図り、ライフサイクル

コストの縮減につなげていくことが重要となっている。 

・公営住宅等における点検の強化及び早期の管理・修繕によ

り更新コストの削減を目指すため、公営住宅等長寿命化計

画策定及びこれに基づく予防保全的管理、長寿命化に資す

る改善を推進していくことが必要となっている。 

② 上位・関連計画 

③ 地域別の公営住宅等の現況 

【八雲地域】 

１）公営住宅等の管理戸数 

・17 団地 466 戸の公営住宅等が管理 

…公営住宅  ：１３団地４１１戸 

…町単費住宅： ４団地 １５戸 

…改良住宅  ： １団地 ４０戸 

※特公賃住宅は管理されていません。 
 

２）耐用年限経過状況 
・公営住宅の約 5 割が耐用年限を全経過してい

ます。 
・町単費住宅・改良住宅は全戸、耐用年限を全

経過しています。 
 

３）居住水準の状況 

・浴室の未整備状況 

…公営住宅の約２割、町単費・改良住宅の約 8 割

が未整備です。 

・水洗化の未整備率 

…公営住宅の約１割、町単費・改良住宅の約１割が

未整備です。 

・高齢化対応の未整備率 
…公営住宅の約７割、町単費・改良住宅は全戸が

未整備です。 
 

【熊石地域】 

１）公営住宅等の管理戸数 
・11 団地 262 戸の公営住宅等が管理 

…公営住宅  ：９団地２５２戸 

…特公賃住宅：１団地  ８戸 

…町単費住宅：１団地  ２戸 
 

２）耐用年限経過状況 

・公営住宅の約４割が、耐用年限を全経過して

います。 

・特公賃住宅は全戸、耐用年限を全経過してい

ません。 
・町単費住宅は全戸、耐用年限を全経過しています。

 

３）居住水準の状況 

・浴室の未整備状況 

…公営住宅の約２割が未整備です。 

…特公賃住宅、町単費住宅は全戸整備されてい

ます。 

・水洗化の未整備率 

…公営住宅の約１割が未整備です。 

…特公賃住宅、町単費住宅は全戸整備されてい

ます。 

・高齢化対応の未整備率 
…公営住宅の約７割が未整備です。 

…特公賃住宅は、全戸高齢化対応基準を満たし

ています。 

…町単費住宅は全戸未整備です。 



③（１次判定）築年数による判定の考え方
全面改善の対象となる年度（Ｓ56年以前）→ 個別改善の対象となる年度（Ｈ２年以前）→ ●
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'40 '41 '42 '43 '44 '45 '46 '47 '48 '49 '50 '51 '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

耐用年限全経過 70年 ● － － － － － － － － － －

耐用年限1/2 35年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － －

耐用年限全経過 45年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － － － － － － － － －

耐用年限1/2 22.5年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ － － － －

耐用年限全経過 30年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － － － － － － － － －

耐用年限1/2 15年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － －

★ ◎ ● ★ ◎ ★ ● △ ▲ ◎ ・ ・

●公営住宅整備基準

▲地域住宅交付金

◎耐震基準 新耐震法の施行

（新耐震）昭和57年以降に完成の物件が該当

△建築基準法 シックハウス対策を追加

★旧住宅金融公庫の融資率優遇基準 省エネルギー基準が制定される 新断熱基準に改定（高気密・高断熱） 次世代省エネルギー規準が規定される

・その他、備考 「北海道住生活基本計画」の策定

公営住宅等長寿命化計画

④手法別標準管理期間

「継続判定」（全面・個別、建替、用廃、維持） 「継続判定」（個別、維持管理） 「維持管理」

「維持管理」

「維持管理」
「継続判定」
（個別：簡易
耐火のみ）

「建替」、「用途廃止」

「建替」、「用途廃止」

全面的改善

「継続判定」（個別、建替、用途廃止、維持管理）

１５年～３０年
木造

簡易耐火構造
（平屋建て）

３５年～７０年

木

造

簡

易

耐

火

構

造

（
１

階

）

竣工年による判定

高齢化対応、省エネルギー、
耐震基準の流れ

標準管理期間手　　　法

簡

易

耐

火
構

造

（
２

階

）

準

耐

火

構
造

竣工年による判定

築後年数

耐
火
構
造

竣工年による判定 「建替」、「用途廃止」 「建替」、「用途廃止」、「個別改善」

－
木造

簡易耐火構造
（平屋建て）

基　　本　　的　　な　　考　　え　　方

－

・全面的改善の候補とならない、耐用年限全経過まで３０年未満の建物。　（昭和45年以前に建設された建物：平成22年時点）
・耐用年限の１／２を経過し、全面的改善・個別改善・維持保全の候補とならない建物。

・個別改善、維持保全の候補とならない、耐用年限全経過まで１０年未満の建物。　（昭和50年以前に建設された建物：平成22年時点）
・耐用年限の１／２を経過し、全面的改善・個別改善・維持保全の候補とならない建物。

・個別改善、維持保全の候補とならない、耐用年限全経過まで１０年未満の建物。　（平成2年以前に建設された建物：平成22年時点）
・耐用年限の１／２を経過し、全面的改善・個別改善・維持保全の候補とならない建物。

・構想期間内に耐用年数の１／２を経過し、概ね３０年以上経過した建物
※建築工事標準仕様書では、ＲＣ造の大規模補修不要期間を概ね３０年程度としていることから、３０年を目安とする。
・築後年数３０年以上を経過し、改善後、概ね３０年以上管理できる建物。　（昭和46年～55年に建設された建物：平成２１年時点）

・準耐火構造の耐用年限は４５年であることから、全面的改修後３０年以上するものは、　準耐火構造としては、築後１５年未満のものである。
・築後１５年未満の住宅は、性能や設備の劣化は進んでいないと考えられるため、　全面的改善の対象としない。

・木造の耐用年限は３０年であり、全面的改善の対象とならない。

概ね１０年以上

準耐火構造
簡易耐火構造

（２階建て）
・今後１０年間、維持保全の方針となった耐用年限全経過まで１０年以上ある建物。
　（耐火構造：昭和26年以降　、　準耐火構造：昭和51年以降　、　木造：平成3年以降　：　平成22年時点）
・概ね１０年以上経過した建物。

個別改善

耐火構造

耐火構造 概ね３０年以上

２２．５年～４５年
準耐火構造

簡易耐火構造
（２階建て）

建て替え

又は

用途廃止

耐火構造

木造
簡易耐火構造
（平屋建て）

準耐火構造
簡易耐火構造

（２階建て）

耐用年限　残10年

耐用年限　残10年 耐用年限　残30年

耐用年限　残10年

段差解消・手すりの
設置・室内のバリア
フリー化を標準化

「北海道耐震改修
促進計画」の策定

３階以上の住棟
にエレベーター
設置が義務化

阪神大震災を受け、
構造規定を改定

地域住宅
交付金
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　④団地別住棟別活用方針
　　１）公営住宅・特公賃住宅

活用手法 戸数 活用手法 戸数

修繕対応 10戸 長寿命化型改善 27戸

長寿命化型改善 45戸

用途廃止 △16戸 ― 0戸

長寿命化型改善 10戸 長寿命化型改善 4戸

10戸

24戸

42戸

長寿命化型改善

用途廃止

長寿命化型改善

―

修繕対応

現地建替

修繕対応

修繕対応 28戸

修繕対応 42戸

長寿命化型改善

長寿命化型改善

用途廃止

用途廃止修繕対応

8戸修繕対応

修繕対応

28戸

0戸

20戸

用途廃止 △4戸

修繕対応 12戸

長寿命化型改善 30戸

16戸

修繕対応 24戸

H35,82,83

H45,46 H80,81

4戸

0戸

279戸

H14

H13,H47,48

H36

S53,H12,13,14 H5,34,35,36

4戸

24戸

S61 H13

H12,13 H34,35

16戸

18戸

S57 H9

S51,54,H10,11,14,21 H3,6,32,33,36,43

8戸

50戸

S55,56,59,61,H2 H14,8,11,13,1760戸

H11,28,29,30 12戸 H33,50,51,52

S52,S53,S61 H4,H5,H20

H22,23,25,26

H15,16,18,19,20,21,
H54

H44,45,47,48

H37,38,40,45,42,43,
H89

28戸

10戸

45戸

411戸 320戸357戸

0戸

△4戸

24戸

42戸

0戸

0戸

18戸

10戸

15戸

30戸

4戸

18戸

4戸 長寿命化型改善

長寿命化型改善

0戸

36戸

―0戸

長寿命化型改善 18戸

修繕対応 18戸

用途廃止

長寿命化型改善

出雲町Ｃ団地の
一部移転集約先

現地建替

60戸

8戸

46戸

200戸

18戸

4戸

4戸

4戸

16戸

4戸

24戸

28戸

42戸

1棟

5棟

3棟

36戸

55戸

60戸

8戸

50戸

16戸

18戸S52,53

16棟

2棟

11棟

2棟

4棟

S32,41,
S44,46,
S50

S42

S36,39
S50,51
S54,61

S46

S54

S38,52
S53,54

S53,
H12,13

H10,11

Y8

Y9

元町団地

東町団地

Y10 浜松団地

落部団地

八雲地域　小計

三杉町団地Y7

出雲町D団地

出雲町Ａ団地

Y4 出雲町B団地

計画期間 構想期間
現在の

管理戸数
（平成23年～32年） （平成23～42年）

耐用年限経過状況

1/2経過年 全経過年戸数 戸数

簡平、簡二

簡二

簡二、耐二

地
域
名

構造
建設
年度

栄町団地

八
雲
地
域

S37,38

S62,63
H2,3

種
類

団地名

Y5 出雲町C団地

Y1

公
営
住
宅

Y2 宮園町団地

Y3

Y6

野田生団地Y11

Y12

Y13 新栄町団地

活用方針

【計画期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・敷地狭小で現地建替に適さないことから、空家となった段階で政策空家とし、全戸空家となった時点で用途廃止とします。

【計画期間・構想期間】
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。

【計画期間】
・S32,41,44建設棟（9棟36戸）は、居住水準が低く、耐用年限も全経過し老朽化が著しいため、一部現地建替とします。
・S46,50建設棟（7棟24戸）は定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・S32,41,44建設棟（9棟36戸）について建替後は、定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・S46,50建設棟（7棟24戸）は、居住水準が低く、耐用年限も全経過し老朽化が著しいため、現地建替とします。

【計画期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・居住水準が低く、耐用年限も全経過し老朽化が激しいため、空家となった段階で政策空家とし、全戸空家となった時点で用途廃
止とします。

【計画期間】
・S36,39建設棟（４棟16戸）は、耐用年限が全経過し、老朽化が著しいため、空家となった段階で政策空家とし、全戸空家となった
時点で用途廃止とします。
・S50,51建設棟（5棟24戸）は、定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・S54,61建設棟（2棟10戸）は、定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・S50～54建設棟（6棟30戸）は、定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・S61建設棟（1棟4戸）は、定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。

【計画期間】
・敷地狭小で現地建替に適さないことから、空家となった段階で政策空家とし、全戸空家となった時点で用途廃止とします。

【計画期間】
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・S62,63建設棟（2棟18戸）については引き続き定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向
上を図ります。
・H2,3建設棟（2棟18戸）は定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

【計画期間】
・S55～61建設棟（9棟45戸）については定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図
ります。
・H19建設棟（1棟10戸）については定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・出雲町Ｃ団地の一部移転集約先として、20戸を建設します。
【構想期間】
・S55～56、H19建設棟（4棟27戸）については定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上
を図ります。
・S58～61、計画期間建設住棟（8棟48戸）については、定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

【計画期間】
・H5～7建設棟（4棟30戸）については定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図り
ます。
・S51建設棟（2棟12戸）については定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

7棟

4棟

10棟

6棟

簡平、簡二

簡平

簡平、簡二

簡二、準耐

簡平

簡二

簡二

簡平、簡二

【計画期間】
・S38建設棟（１棟４戸）は耐用年限が全経過し、老朽化が著しいため、空家となった段階で政策空家とし、全戸空家となった時点
で用途廃止とします。
・S52～54建設棟（４棟20戸）は定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・S52～54建設棟（４棟20戸）は定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。

【計画期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・S53建設棟（1棟4戸）は耐用年限が全経過し老朽化が著しいため、空家となった段階で政策空家とし、全戸空家となった時点で
用途廃止とします。
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。

【計画期間・構想期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。

0戸

簡二、耐二

28戸

【計画期間・構想期間】
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。

中耐

74棟

棟数

3棟

S55,56,58,
S59,60,61,
H19

S51,H5,
H6,7

0戸

修繕対応42戸 12戸

修繕対応

修繕対応 20戸 長寿命化型改善 20戸

48戸
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活用手法 戸数 活用手法 戸数

用途廃止 △6戸 ― 0戸

修繕対応 24戸

長寿命化型改善 6戸

修繕対応 12戸

長寿命化型改善 28戸

【計画期間】
・S45～47,51,H1,12～15建設棟（13棟56戸）は、定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・S59建設棟（1棟4戸）は、定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・S45～47建設棟（５棟20戸）は居住水準が低く、耐用年限も全経過し老朽化が著しいため、現地建替とします。
・Ｓ51,59建設棟（4棟12戸）については引き続き、定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・H1,12～15建設棟（5棟28戸）は引き続き、定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を
図ります。

現地建替

修繕対応

現地建替 12戸

【計画期間】
・居住水準が低く、耐用年限も全経過し老朽化が著しいため、現地建替とします。
【構想期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

【計画期間】
・S34建設棟（1棟2戸）は、耐用年限が全経過し老朽化が著しいため、空家となった段階で政策空家とし、全戸空家となった時点で
用途廃止とします。
・S45,51建設棟(3棟12戸)は、定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・S55,H7建設棟（2棟8戸）は、定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・S45建設棟（2棟8戸）は、居住水準が低く、耐用年限も全経過し老朽化が著しいため、現地建替とします。
・S51,55,H7建設棟（３棟12戸）は定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

【計画期間】
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

4戸

60戸

長寿命化型改善

修繕対応

長寿命化型改善

60戸

修繕対応

長寿命化型改善

4戸

修繕対応 10戸

長寿命化型改善

△2戸

長寿命化型改善

現地建替 4戸

28戸

S57,
Ｈ4,5,6,
Ｈ7,8,9

簡二、中耐

6棟 28戸

10戸長寿命化型改善

127棟 671戸

―

240戸

126棟 663戸

150戸 100戸

用途廃止

H13

613戸 560戸429戸 300戸

8戸 16戸1棟

1棟 0戸 8戸長寿命化型改善

【計画期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。

224戸

544戸

【計画期間】
・S57建設棟（1棟4戸）は定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
・H4～9建設棟（6棟60戸）は定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
【構想期間】
・S57建設棟（1棟4戸）は定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・H4～9建設棟（6棟60戸）は定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。

【計画期間】
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・S54～57建設棟（4棟18戸）は定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
・S58,63建設棟（2棟10戸）は定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

修繕対応 12戸

【計画期間】
・S35,S42建設棟（２棟６戸）は、耐用年限が全経過し、老朽化が著しいため、空家となった段階で政策空家とし、全戸空家となった
時点で用途廃止とします。
・Ｓ51～53建設棟（6棟24戸）については、定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・S62建設棟（1棟6戸）は定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・引き続き定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
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1/2経過年 戸数

52棟 252戸

60戸

12戸

10戸

36戸

2棟

9棟

7棟

8戸8戸

597戸300戸

H48 H83

429戸

0戸 0戸

修繕対応

16戸

0戸

新規建設 8戸

10戸

4戸

長寿命化型改善 修繕対応12戸 12戸

修繕対応 12戸

8戸

修繕対応

8戸 現地建替 4戸

計画期間 構想期間

修繕対応

0戸

H39,74,75,76,77,
H78,79

H36,37,38,39,40,45

30戸

H42,43

4戸

H3,12,18,37,52

H17,39,40,41,42,
H43,44 0戸

8戸

16戸

8戸

14戸

4戸

K6 鮎川団地

公営住宅　小計

鳴神団地

K8 相沼団地

K4 根崎団地

K3 雲石団地

熊石地域　特公賃　小計

平特公賃団地

K9 折戸団地

熊
石
地
域

K10

熊石地域　小計

公
営
住
宅

泊川団地K7

K5 平団地

合　計
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関内団地
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名

団地名
建設
年度

現在の
管理戸数

棟数

【計画期間】
・S47建設棟（２棟8戸）については定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。
・H6建設棟（1棟4戸）は、定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・S47建設棟（２棟8戸）は居住水準が低く、耐用年限も全経過し老朽化が著しいため、現地建替とします。
・H6建設棟（1棟4戸）は定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

【計画期間】
・定期的な点検を行い、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性の維持・向上を図ります。
【構想期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

全経過年 戸数
（平成23年～32年） （平成23～42年）

耐用年限経過状況
活用方針

簡平、準耐

簡二

3棟

構造

8戸

4戸4戸

S62,H29

修繕対応長寿命化型改善

8戸

S45,47,51,
S59,H元,12,
Ｈ13,14,15

簡平、簡二
耐二

S47,Ｈ6

S60,61

S35,42,51,
S52,53,62

簡平、簡二

S54,56,60 簡二

S54,55,56,
S57,58,63

簡二

2棟

6棟
S34,45,
S51,55,
Ｈ7

簡平、簡二
準耐

S35,41 簡平

特
公
賃

熊
石
地
域 K11 根崎特公賃団地

長寿命化型改善

56戸

4戸

14棟
H12,14,18,41,46,
H82,83,84,85

S60,62,H,3,19,24,
H47,48,49,50 28戸

【計画期間】
・中所得者層用住宅として、新規建設します。
【構想期間】
・定期的な点検を行い、安全性を確保しながら修繕対応とします。

修繕対応 8戸

32戸

修繕対応

89



　　２）町単費住宅・改良住宅

活用手法 戸数 活用手法 戸数

町単費・改良　合計

町
単
費

改
良

町
単
費

町
単
費

町
単
費

八
雲
地
域

熊石 K11 相沼団地

53戸 0戸57戸 57戸

用途廃止 0戸

【計画期間】
・必要に応じて、修繕を行い、適切な維持保全を図ります。
【構想期間】
・老朽化し、居住水準も低いため空家となった段階で政策空家とし、全戸が空家となった時点で用途廃止とします。

15棟 57戸

H17 2戸Ｓ50 簡平

3戸 用途廃止

修繕対応 2戸2棟 2戸 H2 2戸

0戸

【計画期間】
・必要に応じて、修繕を行い、適切な維持保全を図ります。
【構想期間】
・老朽化し、居住水準も低いため空家となった段階で政策空家とし、全戸が空家となった時点で用途廃止とします。

3戸 H9,10 3戸 修繕対応

用途廃止 0戸

【計画期間】
・必要に応じて、修繕を行い、適切な維持保全を図ります。
【構想期間】
・老朽化し、居住水準も低いため空家となった段階で政策空家とし、全戸が空家となった時点で用途廃止とします。

Y17 落部団地 Ｓ42、Ｓ43 簡平 2棟 3戸 S57,58

H11,12 8戸 修繕対応 8戸2棟 8戸 S59,60 8戸Y16 元町団地 S44、S45 簡平

40戸 用途廃止 0戸

【計画期間】
・必要に応じて、修繕を行い、適切な維持保全を図ります。
【構想期間】
・老朽化し、居住水準も低いため空家となった段階で政策空家とし、全戸が空家となった時点で用途廃止とします。

40戸 H7,8,9 40戸 修繕対応

- 0戸 ・老朽化し、居住水準も低いため空家となった段階で政策空家とし、全戸が空家となった時点で用途廃止とします。

Y15 出雲町Ｄ団地 S40、S41、S42 簡二 7棟 40戸 S55,56,57

H18 4戸 用途廃止 0戸2棟 4戸 H3 4戸Y14 栄町団地 S51 簡平

計画期間 構想期間
活用方針

1/2経過年 戸数 全経過年 戸数
（平成23年～32年） （平成33～42年）構造 棟数

現在の
管理戸数

耐用年限経過状況種
類

地
域
名

団地名
建設
年度
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